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１．令和7年度発注者支援業務等の方針

全業務を「一般競争入札（総合評価落札方式）」

○令和6年度発注者支援業務等について、全て一般競争
入札（総合評価落札方式）で実施

○令和7年度発注業務等についても、全て一般競争入札
（総合評価落札方式）で実施

総合評価における賃上げ実施の評価（全業務対象）

○全業務において、賃上げの実施に関する評価等を継続
して実施
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１．令和7年度発注者支援業務等の方針

１．「民間競争入札」の継続（農業部門のみ対象）

○令和7年度の農業における以下の業務においては、「競
争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共
サービス改革法）に基づく民間競争入札」（いわゆる市
場化テスト）により実施する。

・発注者支援業務 ※農業部門
監督支援

＜発注者支援業務等＞



１．令和7年度発注者支援業務等の方針

２．「民間競争入札」導入に伴う受注者が
負う可能性のある責務等（農業部門のみ対象）

（１）罰則等
①本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法第４５号）その他の罰則の適用につい

ては、法令により公務に従事する職員とみなされる。
②公共サービス改革法第２５条第１項の規定（秘密保持）に違反して、公共サービス

の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年以下の懲役又は
５０万円以下の罰金に処されることとなる（公共サービス改革法第５４条）。

③次のいずれかに該当する者は、公共サービス改革法第５５条の規定により３０万
円以下の罰金に処されることとなる。
・「公共サービス改革法第２６条第１項」による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は「法第２６条第１項」による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若
しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたもの。

・正当な理由なく、「法第２７条第１項」による指示等に違反した者。
④法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人

又は人の業務に関し、上記③の違反行為をしたときは、法第５６条の規定により、
行為者を罰するほか、その法人又は人も上記③の刑を科されることとなる。

（２）会計検査について
受注者は、会計検査院法第２３条第１項に規定する「事務若しくは業務の受注者」に

該当し、会計検査院が必要と認めるときは、同法第２５条及び第２６条により、会計検
査院の実地検査を受けたり、同院から直接又は発注者を通じて、資料・報告書等の提出
を求められたり質問を受けたりすることがある。 4
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２．令和7年度 発注者支援業務等の概要

＜発注者支援業務等＞
分類 区 分 業 務 区 分


ି

੍
ର

ਜ
ಉ

発注者支援業務 ・積算技術（発注補助）

・工事監督支援（監督等補助）
〈監督支援〉

・技術審査（技術審査補助）

公物管理補助業務 ・河川巡視支援

・ダム管理支援

・堰・排水機場等管理支援

・道路許認可審査・適正化指導

用地補償総合技術
業務

・用地補償総合技術

※（）書きは、港湾・空港・漁港〈〉書きは、農業
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区 分 主 な 業 務 内 容

① 積算技術

（発注補助）

工事の積算に必要な工事発注用図面、数量総括
表、積算資料、積算データの作成等の業務支援

② 工事監督支援

（監督等補助）

〈監督支援〉

工事の節目ごとに、工事目的物の寸法、位置、
使用する材料の材質等についての、適否の確認
及び、監督員への報告や、工事施工業者から提
出される資料と現場状況の照合及び、設計変更
協議用資料の作成等の業務支援

③ 技術審査

（技術審査補助）

入札契約手続きにおける企業の技術力評価のた
めの審査資料の作成等の業務支援

２．令和7年度 発注者支援業務等の概要

＜発注者支援業務＞
【発注者支援業務等】 ※（）書きは、港湾・空港・漁港〈〉書きは、農業



＜公物管理補助（河川関係）＞

２．令和7年度 発注者支援業務等の概要

【発注者支援業務等】

区 分 主 な 業 務 内 容

①河川巡視支援 河川が常時良好に保たれるよう、管理する区域
（河川区域、河川予定地、河川保全区域）を巡視
することにより、その時の状況を把握し、河川の
異常･変状及び不法占用等の状況を報告･記録する
とともに、必要な措置を講ずる

②ダム管理支援 ダム、貯水池や関連設備等を管理する上で必要な
監視、点検、ゲート操作、気象水象等の観測記録
及びダム管理資料整理等の業務の支援

③堰･排水機場等

管理支援

管理する堰や排水機場及び樋門等の操作支援並び
に操作に必要な情報収集や目視による点検

7
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区 分 主 な 業 務 内 容

道路許認可審査･
適正化指導

各種申請書類の審査･指導、道路の不正使用、不法
占用の指導取締り、境界確認申請審査･現地立合い、
特殊車両通行の指導取締り等の支援

＜公物管理補助（道路関係）＞

２．令和7年度 発注者支援業務等の概要

【発注者支援業務等】

区 分 主 な 業 務 内 容

用地補償
総合技術

公共用地交渉用資料の作成、権利者に対する公共用地交渉
の実施 等

＜用地補償総合技術＞
【発注者支援業務等】
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（１）企業及び管理技術者に求める実績要件

Ｒ７改定なし

３．令和7年度発注者支援業務等の契約方式等

１．応募要件等

（２）管理技術者及び担当技術者に求める資格要件

農業部門の予定管理技術者及び予定担当技術者の資格に、「畑地かん
がい技士（畑地かんがいの工事に関する業務に限る）、農業水利施設補
修工事品質管理士［コンクリート構造物分野］（農業水利施設補修工事
（コンクリート構造物）の工事に関係する業務に限る）」を追加。
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（３）中立性要件

・発注者支援業務の受注者と業務の対象工事の受注者等との利益相反
を防止するため、当該要件に対して必要な中立性要件を付する。

（４）管理技術者の直接雇用関係

・企業と管理技術者の直接雇用関係について、履行期間中の直接雇用
関係を求める要件に平成21年度業務より緩和しており、今年度も同
じ要件とするが、直接的雇用関係が確認できる資料の提出を求める。

・競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格確認申請者
と予定管理技術者の間において直接的雇用関係が成立していない場
合は、契約締結日までに直接的雇用関係が成立する旨の誓約書を提
出するものとする。

３．令和7年度発注者支援業務等の契約方式等

１．応募要件等
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（１）適正な発注ロット

・業務遂行上の効率性及びコストを勘案した上で、適切な発注ロット
を設定する。

３．令和7度発注者支援業務等の契約方式等

２．契約条件の見直し

（２）設計共同体

・ 技術力の結集による品質確保向上及び企業の積極的な参加による
競争性の向上を図るため、平成22年度より一部業務において設計
共同体による業務参加を試行導入しているが、平成23年度よりさ
らなる拡大を図っている。

・ 令和6年度から、農業部門を追加

（３）国庫債務負担行為を活用した複数年度契約の実施

・平成23年度より試行導入している「複数年度契約」について、以下のと
おり令和7年度についても継続し実施する（港湾・空港は平成24年度よ
り試行導入）。



対象業務 分担できる業務の区分

発注者支援業務
※（）書きは、港湾・空港、漁港〈〉書きは農業

積算技術
（発注補助）

工事監督支援
（監督等補助）

〈監督支援〉

業務内容による区分 ・河川／道路／電気／機械／公園 等
（港湾／空港／漁港 等）

工種による区分 ・維持修繕／改築 等
（岸壁／防波堤／泊地 等）

区域による区分
・事務所、出張所単位
・河川、道路路線単位 等
（港湾、空港、港区、地区単位 等）

〈工事による区分〉 〈工事単位〉

公物管理補助業務(全般)

業務内容による区分 ・河川／道路／電気／機械 等

区域による区分
・事務所、出張所単位
・河川単位
・道路路線単位 等

ダム管理支援 業務内容による区分 ・下流放流区間巡回／ダム操作業務 等

堰・排水機場等管理支援 区域による区分 ・施設単位 等

道路許認可審査・適正化
指導

業務内容による区分 ・占用申請等の審査受付／現地立会／特車
申請の審査及び指導取締り 等

用地補償総合技術業務
業務内容による区分 ・道路／河川 等

区域による区分 ・河川単位
・道路路線単位 等

３．令和7年度発注者支援業務等の契約方式等
発注者支援業務等において設計共同体として認める業務の区分

12
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３．令和7年度発注者支援業務等の契約方式等

３．スケジュール

＜北海道開発局のスケジュールイメージ＞

■ 発注の見通しの公表
※ 1月上旬から開発建設部毎にＨＰで順次公表

■ 業務内容・応募要件等に関する民間事業者向け説明会
※ 今年度も説明資料の公表のみ。

ＨＰに資料を掲載します。
■ 入札手続開始の公告

※ １月上旬を予定（４月上旬契約の場合）
■ 入札・開札

※ 2月下旬を予定
■ 4月1日以降履行開始

（※注意）電子入札システムでは、一般競争入札方式を使用します。（※注意）電子入札システムでは、一般競争入札方式を使用します。
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３．令和7年度発注者支援業務等の契約方式等

４．情報提供の拡充

（１）民間事業者向け説明会の開催（ホームページで

資料を公表）

・ 契約方式や応募要件の見直し内容等の情報提供を行うため、入札
公告等に先立ち事業者向けの説明資料を当局ホームページで公表。

（２）入札公告に掲載する情報の充実

・ 入札情報サービス（ＰＰＩ）により簡易な方法で入手できる入札
公告において、具体的な応募要件を記載する｡

・ 北海道開発局のホームページに発注者支援業務等関連情報のポー
タルサイトを設置し、情報提供の充実を図る。
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１）業務の参加資格要件

① 公共サービス改革法第15条において準用する公共サービス改革法10条
各号に該当する者でないこと。（農業部門のみ対象）

② 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」とい
う。）第70条及び第71条の規定に該当しないものであること。

③ 北海道開発局における業務区分「土木関係コンサルタント」に係る令和
7・8年度一般競争参加資格の申請を行い受理されていること。ただし、
開札（開札の時期によっては落札者決定）時点において、上記資格の決
定を受けていること。

④ 北海道開発局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止の措置を
受けている期間中でないこと。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

競争参加資格の要件

※ 単体の場合

⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する 建設業者等又はこ
れに準ずる者として、発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継
続している者でないこと。
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４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※設計共同体の場合

業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、
「競争参加者の資格に関する公示」に示すところにより、北海道
開発局長から業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の
決定を当該業務の開札の日（開札の時期によっては落札者決定の
日）までに受けているものであること。

⑥ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

⑦ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等
の滞納がないこと。

競争参加資格の要件
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２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件
（ア）中立・公平性に関する要件

業務区分 要 件

積算技術

（発注補助）

・工事に関する参加資格要件
「業務の履行期間中に工期がある当該業務発注担当部署の発
注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者
と資本面・人事面で関係がある者は、業務の入札に参加出来
ない。」

・工事に関する事後制限（※参加資格には該当しない）

「本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人
事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当該業
務発注担当部署発注工事に参加してはならない。また、本業
務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・
人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当該
業務発注担当部署発注工事に参加してはならない。」

工事監督支援
（監督等補助）

〈監督支援〉

技術審査

（技術審査）

＜発注者支援業務＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

【発注者支援業務等】
※（）書きは、港湾・空港、漁港

〈〉書きは農業
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業務区分 要 件

河川巡視支援 ・参加資格要件
「業務対象河川内の占用者等及びその占用者等と資本面・人事面等で関
係がある者は、本業務の入札に参加できない。」

ダム管理支援 ・参加資格要件等
①本業務の履行期間中に工期がある当該事務所発注工事に参加している

者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある
者は、本業務の入札に参加できない（ただし、業務内容に、工事監
督の支援、積算の支援、技術審査の支援に関する業務が付随されてい
る場合に限る）。

②業務対象河川内の占用者等及びその占用者等と資本面・人事面等で関
係がある者は、本業務の入札に参加できない（ただし、業務内容に
許認可等の審査、指導の支援を付随されている業務に限る）。

・工事に関する事後制限（※参加資格には該当しない）
本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係
がある者は業務履行期間中に工期のある当該業務発注担当部署発注
工事に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣
元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行
期間中に工期のある当該業務発注担当部署発注工事に参加してはな
らない（ただし、業務内容に、工事監督の支援、積算の支援、技術
審査の支援に関する業務が付随されている場合に限る）。

＜公物管理補助業務（その１）＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

【発注者支援業務等】
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業務区分 要 件

堰・排水機場等

管理支援

要件を付さない

道路許認可審査･適
正化指導

・参加資格要件
「本業務に関連する特定の企業や団体と資本・人事面に
おける関連の有無に関わらず、業務提携及び技術提携等
を行うなど、中立性・公平性に欠ける者でないこと」

＜公物管理補助業務（その２）＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

【発注者支援業務等】

業務区分 要 件

用地補償総合技術 「入札に参加しようとする者は、業務の履行場所に係る被補
償者との間において、以下の関係がないこと。」

１）会社法に基づく子会社、親会社の関係にないこと。

２）入札参加者自身が被補償者でないこと及び入札参加者の
役員が被補償者でないこと又は入札参加者の役員が被補償者
の役員を兼ねていないこと。

＜用地補償総合技術業務＞



（ア）中立・公平性に関する要件

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

• 参加資格要件の「発注工事に参加」とは、当該工事を受注してい
ること、当該工事の下請け（測量・地質調査業務を含む※）をし
ていることをいう（※港湾・空港は測量・地質調査業務を含む）。

• ただし、発注業務の契約日までに下請け契約が終了している場合
は、発注業務の入札に参加できるものとする。

• 事後制限の「発注工事に参加」とは、当該工事の入札に参加する
こと、当該工事の下請けとしての参加をいう。

• 資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するもの
をいう。
① 一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の

50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50
を超える出資をしている場合。

② 一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表
権を有する役員を兼ねている場合。

20

２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件
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（イ）業務実施体制に関する要件

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

• 競争参加資格申請書を提出する者は、北海道内に業務拠点(予定管
理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものである
こと。

• なお、業務内容により「○○開発建設部管内」と記載する場合があ
りますので、詳細は各業務の入札説明書によること。

• 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

• 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

※設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されてい
ないこと。

２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件
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２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件

（ウ）業務実績に関する要件
• 競争参加資格申請書を提出する者（企業）は、平成22年度以降に

完了した以下に示す業務（令和6年度完了予定も対象に含む）にお
いて、１件以上の実績を有すること。ただし、北海道開発局及び地
方整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点（未
完了の業務成績は含まない）未満の場合は実績として認めない。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

①実績の対象となる発注機関（港湾・空港部門を除く）
・国の機関
・特殊法人等※
・地方公共団体
・地方公社
・公益法人（用地補償総合技術は土地収用法第３条各号の一に規定する事業を行う者）

・大規模な土木工事を行う公益民間企業（用地補償総合技術を除く）

※業務実績の対象となる発注機関に、文科省所管の特殊法人「大学共同利用機関
法人」を追加（平成29年度から）

※業務実績の対象となる発注機関に、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」
を追加（平成30年度から）
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２）競争参加資格申請書の提出者に関する要件
（ウ）業務実績に関する要件

②河川、道路、公園部門［企業における実績の対象となる業務分野］

業務内容

業務実績

発注者支援業務等

発注者
支援

公物
管理
補助

用地補
償総合

発注者支援 ● ●

公物管理補助（発注者支援業務等） ● ●

行政事務補助業務 ●

ＣＭ業務 ● ●

PFI事業技術アドバイザリー業務 ● ●

土木設計業務 ● ●

調査検討・計画策定業務 ● ●

管理施設調査・運用・点検業務 ● ●

測量業務・地質調査業務 ● ●

「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用につ
いて」別紙に定めるいずれかの業務（８部門） ●

※ 詳細については、各業務の入札説明書による。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等
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（ウ）業務実績に関する要件

③港湾、空港、漁港部門［企業における実績の対象となる業務分野］

※ 詳細については、各業務の入札説明書による。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

• 港湾、空港又は漁港の工事に関する、建設コンサルタント業務または、

測量・調査業務、若しくはこれらに準じた業務（発注機関は問わない）

（平成29年度から漁港を追加）

２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（ア）予定管理技術者の資格等＜発注者支援業務１＞

業務種別 記 載 内 容
（発注者支援）

・積算技術
（発注補助）

・工事監督
支援

（ 監 督 等 補 助 ）
〈監督支援〉

・技術審査

（技術審査補助）

・技術士（総合技術監理部門（建設）・（水産）又は建設部門・
（水産部門）・〈農業ー農業土木又は農業農村工学〉）

・〈技術士 農業部門（農業土木又は農業農村工学）〉

・（APECエンジニア（業務に該当する部門））

・1級土木施工管理技士

・〈農業土木技術管理士〉〈畑地かんがい技士（畑地かんがいの工
事に関する業務に限る）〉〈農業水利施設補修工事品質管理士
［コンクリート構造物分野］（農業水利施設補修工事（コンク
リート構造物）の工事に関係する業務に限る）〉

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者
又は土木学会１級土木技術者

・（一社）全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保技術者
（Ⅰ）、（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格を有する者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同
様の部門に限る）

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ ＲＣＣＭ：ＲＣＣＭと同等の能力を有する者として、ＲＣＣＭ試験
に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者を含む。

※ （）書きは、港湾・漁港、〈〉書きは農業
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（ア）予定管理技術者の資格等＜発注者支援業務２＞

業務種別 記 載 内 容

（発注者支援）

・積算技術

・工事監督
支援

※業務内容が電気通信設備工事のみの場合

・技術士（総合技術監理部門-電気電子又は電気電子部門）

・1級電気工事施工管理技士

・1級電気通信工事施工管理技士

・（一社）全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確
保技術者（Ⅰ）、（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格
を有する者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士
部門と同様の部門に限る）（※１）

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※1 ＲＣＣＭ：ＲＣＣＭと同等の能力を有する者として、ＲＣＣＭ試験
に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者を含む。
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（ア）予定管理技術者の資格等＜発注者支援業務３＞

業務種別 記 載 内 容

（発注者支援）

・積算技術

・工事監督
支援

※業務内容のうち、造園工事が相当程度含まれる場合

発注担当部署の判断で以下の資格を追加

・1級造園施工管理技士

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（ア）予定管理技術者の資格等＜公物管理（河川関係）＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

業務種別 記 載 内 容

(公物管理）

・河川巡視
支援

・ダム管理
支援

・堰･排水
機場管理

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級土木技術者

・１級土木施工管理技士

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者
（技術士部門と同様の部門に限る）

・河川法第７７条第１項の河川監理員の経験を１年以上有する者

・河川又は道路関係の技術的行政経験を2０年以上有する者

・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者

＜ダム管理支援、堰・排水機場管理支援にのみ以下の資格を追加＞

・河川法施行規則第27 条の2 第1 項第1 号に基づく登録試験（ダム管理技士試験）に

合格あるいは第2 号の研修を修了した者

＜ダム管理支援にのみ以下の資格を追加＞

・河川法第50条第1項の管理主任技術者の経験を5年以上有する者

＜業務内容に堰・排水機場管理支援が相当程度含まれる場合は以下の資格を追加＞

・１級ポンプ施設管理技術士を有し、同種・類似業務の経験を５年以上有する者

＜河川巡視支援にのみ以下の資格を追加＞

・国土交通省登録技術者資格（施設分野：堤防・河道-業務：点検・診断）

＜河川許認可審査、堰・排水機場等管理にのみ以下の資格を追加＞

・河川維持管理技術者

※ ＲＣＣＭ：
ＲＣＣＭと同
等の能力を有
する者として、
ＲＣＣＭ試験
に合格してい
るが転職等に
より登録がで
きない立場に
いる者を含む。



29

３）配置予定管理技術者に対する要件
（ア）予定管理技術者の資格等＜公物管理（道路関係）＞

業務種別 記 載 内 容

(公物管理）

・道路許認
可審査･
適正化指
導

・技術士(総合技術監理部門（建設）又は建設部門)

・１級土木施工管理技士

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又
は土木学会１級土木技術者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者
（技術士部門と同様の部門に限る）

・道路法第71条第４項の道路監理員の経験を１年以上有

する者

・道路又は河川関係の技術的行政経験を2０年以上有する者

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ ＲＣＣＭ：ＲＣＣＭと同等の能力を有する者として、ＲＣＣＭ試験
に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者を含む。
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３）配置予定管理技術者に対する要件

業務種別 記 載 内 容

（用地補償）

・用地補償
総合技術

・公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し７年

以上の実務の経験を有する者であって､補償業務に関し５年以上の指導監督

的実務の経験を有するもの。

・補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以上を含む20年以上の

実務の経験を有する者。

・登録規程第2条第1項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者。

・一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修

及び検定試験実施規程(平成3年3月28日理事会決定)(以下「実施規程」と

いう。)第3条に掲げる総合補償部門において実施規程第14 条に基づく補償

業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。

・実施規程第3 条に掲げる土地調査部門、土地評価部門、物件部門及び補償

関連部門の４部門すべてにおいて実施規程第14 条に基づく補償業務管理

士登録台帳に登録された補償業務管理士。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

（ア）予定主任担当者の資格等＜用地補償総合技術＞



【例：工事監督支援業務の場合】【例：工事監督支援業務の場合】
［1］同種：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企

業が発注した土木工事に関する発注者支援業務(類する業務を含む※2)、公物管理補助業務(類
する業務を含む)

［2］類似：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企
業が発注したCM業務、ＰＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務における概略・予
備・詳細設計、土木工事の監理技術者又は主任技術者(※3)の業務

31

３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

• 予定管理技術者は、平成22年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務
（令和6年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。

• 業務実績には、平成22年度以降に元請けとして同種又は類似業務に従事した経
験の他、出向又は派遣、再委託により行った業務実績も同種又は類似業務とし
て認める。また発注者（※1)として従事した同種又は類似業務の経験も実績とし
て認める。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※1.「発注者」とは、国、都道府県、政令市、特殊法人等で職員として従事したことをいう。
※2.『類する業務を含む』とは、公益民間企業(ＪＲ)等が発注する発注者支援業務と同等の業務内容の業

務について評価対象であることが分かりやすくなるよう表現を変更。表現変更前と対象が変更に
なったものではない。

※3.土木工事について『監理技術者の業務』又は『主任技術者の業務』に変更（令和３年度から）

【河川、道路、公園部門】



【例：工事監督支援業務の場合】【例：工事監督支援業務の場合】
［1］同種：港湾、空港又は漁港の工事に関する発注者支援業務、又は設計若しくは施工に関

する業務（発注機関は問わない）、監理技術者として従事した港湾、空港又は漁
港の工事（工事を業務として認める）

［2］類似：港湾、空港又は漁港の工事に関する建設コンサルタント業務又は測量・調査業務
若しくはこれらに準じた業務（発注機関は問わない）
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

• 予定管理技術者は、平成17年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務
（令和6年度完了予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。

• 同種又は類似業務の実績は、管理技術者だけではなく担当技術者として従事し
たものも認める（照査技術者として従事したものは認めない。また、工事につ
いては監理技術者に従事したものに限る）。また、元請として同種又は類似業
務に従事した経験の他、下請、出向又は派遣、再委託により行った業務実績も
同種又は類似業務として認める。発注者として従事した同種又は類似業務の経
験も実績として認める。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

【港湾、空港、漁港部門】



３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等
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※ 同種又は類似業務については、各業務の入札説明書による。

【農業、機械部門】
• 予定管理技術者は、平成22年度以降に完了した以下に示す同種又

は類似業務（令和6年度完了予定も対象に含む）において、１件以
上の実績を有すること。

• 業務実績には、平成22年度以降に元請けとして同種又は類似業務
に従事した経験の他、出向又は派遣、再委託により行った業務実績
も同種又は類似業務として認める。また発注者として従事した同種
又は類似業務の経験も実績として認める。
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

①［予定管理技術者］対象業務における同種・類似業務の分類
＜発注者支援業務（港湾、空港、漁港部門を除く）＞

業務内容

業務実績

発注者支援業務等

工事監督
支援

技術審査 積算技術

発注者支援 ● ● ●

公物管理補助（発注者支援業務等） ● ● ●
ＣＭ業務 ○ ○ ○

PFI事業技術ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務 ○ ○ ○

土木設計業務（概略・予備・詳細設計業務） ○ ○ ○

土木工事（監理技術者） ○ ○ ○

土木工事（主任技術者） ○ ○ ○

●：同種 ○類似

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ 詳細は各業務の入札説明書による
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

①［予定管理技術者］対象業務における同種・類似業務の分類
＜発注者支援業務（港湾、空港、漁港部門）＞

業務内容

業務実績

発注者支援業務等

監督等
補助

発注補助

発注者支援 ● ●

設計若しくは施工に関する業務 ● ●
工事に関する建設コンサルタント業務 ○ ○

測量・調査業務 ○ ○

土木工事（監理技術者） ● ●

●：同種 ○類似

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ 詳細については、各業務の入札説明書による
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

②［予定管理技術者］対象業務における同種・類似業務の分類
●：同種 ○類似＜公物管理業務（河川関係）＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ 詳細については、各業務の入札説明書による。

業務内容
業務実績

発注者支援業務等

河川
巡視支援

河川許認
可審査

ダム管
理支援

堰･排水機
場管理支援

発注者支援 ● ●○ ●○ ●

公物管理補助 ●
河川分野のみ

●○
河川分野のみ

●○
河川・ダム分野

●
河川分野のみ

調査検討・計画策定業務（河川） ○
河川分野のみ

○
河川分野のみ

○
河川・ダム分野

○
河川分野のみ

管理施設調査･運用･点検業務（河川） ○
河川分野のみ

●○
河川分野のみ

○
河川・ダム分野

○
河川分野のみ

土木設計業務 ○
河川分野のみ

○
河川分野のみ

○
河川・ダム分野

○
河川分野のみ

土木工事（監理技術者） ○ ○ ○ ○

土木工事（主任技術者） ○ ○ ○ ○
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

②［予定管理技術者］対象業務における同種・類似業務の分類

●：同種 ○類似＜公物管理業務（道路関係）＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ 詳細については、各業務の入札説明書による。

業務内容
業務実績

発注者支援業務等

道路許認
可審査･適正化指導

発注者支援 ●

公物管理補助(道路)(発注者支援業務等) ●

ＣＭ業務 ●

PFI事業技術ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ業務 ●

管理施設調査･運用･点検業務(道路) ●

土木設計業務（道路の概略･予備･詳細設計業務） ○

土木工事（監理技術者） ○

土木工事（主任技術者） ○
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３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定主任担当者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

②［予定主任担当者］対象業務における同種・類似業務の分類

＜用地補償総合技術＞ ●：同種 ○類似

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

業務内容
業務実績

（発注者支援業務等）
用地補償総合技術

補償説明業務（補償関連部門） ●

公共用地交渉業務（総合補償部門）

（用地補償技術補助業務、用地補償総合技術業務含む）
●

用地調査等業務
（土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物

部門、営業補償･特殊補償部門、事業損失部門）

○
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（ウ）直接的雇用関係

• 配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務
完了まで）に本業務の受注者（設計共同体の場合は、その代表
者）と直接的雇用関係がなければならない。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（エ）手持ち業務量①

• 予定管理技術者は、令和7年4月1日（令和7年4月2日以降に入札公告を行った業務
については、当該公告日）現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約の
もの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。）が、５億円未満かつ
10件未満であること。

• 手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務における主任担
当者及び担当技術者、補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務における主任担当者及び担当者、又は他の業
種においてはこれらに相当する技術者を含む）となっている契約金額が500万円以
上の業務をいう。（複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間
の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする）

• 令和7年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業
務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の
契約金額を５億円未満から２.5億円未満に、件数を10件未満から５件未満にするも
のとする。

●R7発注者支援業務等において複数業務を受注し、手持
ち業務量の制限を超えた場合は「無効」（手持ち業務の
制限を超えた業務のみ）となるので注意すること。

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（エ）手持ち業務量②

• 業務の履行期間中は予定管理技術者の手持ち業務量が契約額5億円、件数
で10件（令和7年4月1日（令和7年4月2日以降に入札公告を行った業務に
ついては、当該公告日）現在の手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建
設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合に
は、契約金額で２.5億円、件数で５件）を超えないこととし、超えた場合
には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行
を継続することが著しく不適当であると認められる場合には、当該管理技
術者を、以下の1)から3)までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等
の措置請求を行う。管理技術者を交代せずに業務の履行を継続した場合で
は、業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

１）当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

２）当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

３）手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定し

ている予定管理技術者の制限を超えない者

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等



42

４）担当技術者に対する要件
• 担当技術者の資格要件については、特記仕様書に記載します。

業務種別 資 格 要 件

（発注者支援）

・積算技術

（発注補助）

・工事監督支援

（監督等補助）

〈監督支援〉

・技術審査

（技術審査補助）

・技術士（総合技術監理部門（建設）（水産）又は建設部門（水産部門）〈農業－

農業土木又は農業農村工学〉）

・〈技術士 農業部門（農業土木又は農業農村工学）〉
・技術士補（建設部門（水産部門）〈農業部門（農業土木又は農業農村工学）〉）
・１級又は１級土木施工管理技士補、２級土木施工管理技士
・〈農業土木技術管理士〉〈畑地かんがい技士（畑地かんがいの工事に関する業務

に限る）〉〈農業水利施設補修工事品質管理士［コンクリート構造物分野］（農
業水利施設補修工事（コンクリート構造物）の工事に関係する業務に限る）〉

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級又は１級又は２級土木技術者
・（一社）全日本建設技術協会が認定する公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、（Ⅱ）

又は発注者が認めた同等の資格を有する者
・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門に限

る）
・地方公共工事品質確保促進協議会会長が認定した支援管理技術者Ⅰ又はⅡ（業務

により異なるので特記仕様書を確認）
・予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実務経験が１年以上

※
の者

〈又は、大学卒業後5年、短大・高専卒業後8年、高校卒業後11年以上の当該業
務部門の実務経験を有する者〉
※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事して
いれば実務経験を有するものとして判断する。

・河川又は道路関係（港湾、空港又は漁港関係）の技術的行政経験を５年以上有す
る者

・〈国営土地改良事業関係の技術的行政経験を5年以上有する者〉

＜【参考】発注者支援業務の要件１＞ ※（ ）書きは、港湾・空港、漁港 〈〉書きは農業

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

※ ＲＣＣＭ：ＲＣ
ＣＭと同等の能力を
有する者として、Ｒ
ＣＣＭ試験に合格し
ているが転職等によ
り登録ができない立
場にいる者を含む。
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４）担当技術者に対する要件

業務種別 記 載 内 容

（発注者支援）
・積算技術

・工事監督
支援

・技術審査

※業務内容が、電気通信設備工事が相当程度含まれる場合

発注担当部署の判断で以下の資格を追加

・１級電気工事施工管理技士又は１級電気工事施工管理技士
補、２級電気工事施工管理技士

・１級電気通信工事施工管理技士又は１級電気通信工事施工
管理技士補、２級電気通信工事施工管理技士

・第１種電気工事士又は第２種電気工事士

・第１種電気主任技術者、第２種電気主任技術者又は第３種
電気主任技術者

・電気通信主任技術者（伝送交換主任技術者又は線路主任技
術者）

・第１級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

＜【参考】発注者支援業務の要件２＞
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４）担当技術者に対する要件

業務種別 記 載 内 容

（発注者支援）
・積算技術

・工事監督
支援

・技術審査

※業務内容が、機械設備工事が相当程度含まれる場合

発注担当部署の判断で以下の資格を追加
・技術士（総合技術監理部門-機械又は機械部門）、技術士補

（機械部門）
・一級建設機械施工技士、一級建設機械施工技士補
・二級建設機械施工技士

※業務内容が、土木営繕工事が相当程度含まれる場合

発注担当部署の判断で以下の資格を追加
・一級建築士または二級建築士
・一級建築施工管理技士又は一級建築施工管理技士補、二級

建築施工管理技士

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

＜【参考】発注者支援業務の要件３＞
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４）担当技術者に対する要件

業務種別 記 載 内 容

（発注者支援）
・積算技術

・工事監督
支援

・技術審査

※業務内容が、造園工事が相当程度含まれる場合

発注担当部署の判断で以下の資格を追加
・一級造園施工管理技士又は一級造園施工管理技士補、二級

造園施工管理技士
・道路・河川、都市公園関係の技術的行政経験を５年以上有

する者

※工事監督支援のみ業務内容に、管工事が相当程度含まれる
場合

発注担当部署の判断で以下の資格を追加
・一級管工事施工管理技士又は一級管工事施工管理技士補、

二級管工事施工管理技士

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

＜【参考】発注者支援業務の要件４＞
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４）担当技術者に対する要件

業務種別 記 載 内 容

（発注者支援）
・積算技術

・工事監督
支援

・技術審査

※業務内容が電気通信設備工事のみの場合
・技術士（総合技術監理部門－電気電子又は電気電子部門）、技術士補（電気

電子部門）
・一級電気工事施工管理技士又は一級電気工事施工管理技士補、二級 電気

工事施工管理技士
・一級電気通信工事施工管理技士又は一級電気通信工事施工管理技士補、二級

電気通信工事施工管理技士
・第一種電気工事士又は第二種電気工事士
・第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者又は第三種電気主任技術者
・電気通信主任技術者（伝送交換主任技術者又は線路主任技術者）
・第１級陸上特殊無線技士の操作範囲の資格を有する者
・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の部門に限

る）
・「予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績」と同様の実務経

験が１年以上の者（※１）

※1 複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、１年以上従事していれば、
実務経験を有するものとして判断する。

・河川又は道路における電気通信設備関係の技術的行政経験を５年以上有する
者

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

＜【参考】発注者支援業務の要件５＞
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業務種別 資 格 要 件

(公物管理）

・河川巡視
支援

・ダム管理
支援

・堰･排水機場
等管理支援

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）
・技術士補（建設部門）
・１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補、２級土木施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級又は１級又は２級土木技術者
・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門に限る）
・河川法第77条第1項の河川監理員の経験を1年以上有する者
・予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実務経験が１年以上

※
の者

※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事してい
れば実務経験を有するものとして判断する。

・河川又は道路関係の技術的行政経験を５年以上有する者
＜ダム管理支援、堰・排水機場管理支援にのみ以下の資格を追加＞

・河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験（ダム管理技士試験）に

合格あるいは第2号の研修を修了した者

＜ダム管理支援にのみ以下の資格を追加＞

・河川法第50条第1項の管理主任技術者の経験を5年以上有する者

＜河川巡視支援にのみ以下の資格を追加＞

・国土交通省登録技術者資格（施設分野：堤防・河道-業務：点検・診断）

＜河川巡視支援、堰・排水機場等管理のみ以下の資格を追加＞

・河川維持管理技術者、河川点検士

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

４）担当技術者に対する要件
＜【参考】公物管理支援業務の要件＞

※ ＲＣＣＭ：
ＲＣＣＭと同
等の能力を有
する者として、
ＲＣＣＭ試験
に合格してい
るが転職等に
より登録がで
きない立場に
いる者を含む。
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業務種別 資 格 要 件

(公物管理）

・道路許認可

審査・適正化

指導業務

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）
・技術士補（建設部門）
・１級土木施工管理技士又は１級土木施工管理技士補、２級土木

施工管理技士
・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級又は１級又は２

級土木技術者
・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者

（技術士部門と同様の部門に限る）
・道路法第71条第4項の道路監理員の経験を1年以上有する者
・予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実務経験が

１年以上
※

の者
※複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、1年以上従事していれば実務経験

を有するものとして判断する。

・道路若しくは、河川関係の技術的行政経験又は道路交通行政経
験を５年以上有する者

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

４）担当技術者に対する要件
＜【参考】公物管理支援業務の要件＞

※ ＲＣＣＭ：
ＲＣＣＭと同
等の能力を有
する者として、
ＲＣＣＭ試験
に合格してい
るが転職等に
より登録がで
きない立場に
いる者を含む。
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４）担当技術者に対する要件
（ア）予定担当技術者の資格等＜用地補償総合技術＞

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

業務種別 資 格 要 件

（用地補償）
・用地補償

総合技術

予定担当技術者本人が被補償者でない及び被補償者の役員を兼ねていない
者で、次のいずれかの資格を有していること

イ 公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的に行う業務に関し５

年以上の実務の経験を有する者であって、補償業務に関し３年以上の指

導監督的実務の経験を有する者

ロ 補償業務全般に関する指導監督的実務の経験５年以上を含む１０年以上

の実務の経験を有する者

ハ 登録規程第2条第1項の別表に掲げる総合補償部門に係る補償業務管理者

ニ 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研

修及び検定試験実施規程（平成3年3月28日理事会決定）（以下「実施

規程」という。）第3条に掲げる総合補償部門において実施規程第14条

に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士

ホ 実施規程第3条に掲げる土地調査部門、土地評価部門、物件部門及び補

償関連部門の４部門すべてにおいて実施規程第14条に基づく補償業務管

理士登録台帳に登録された補償業務管理士
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４）担当技術者に対する要件

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

（イ）予定業務従事者の資格等＜用地補償総合技術＞

業務種別 資 格 要 件
（用地補償）

・用地補償
総合技術

・予定業務従事者については、下記１）及び２）に示す条件

をすべて満たす者であること

１）公共用地取得に関する補償業務について、３年以上の実
務経験を有する者（行政機関の職員としての経験、民間
コンサルタントの職員としての経験の別を問わない）

２）予定業務従事者自身が被補償者でないこと及び被補償者
の役員を兼ねていないこと
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５）総合評価項目
①配置予定担当技術者の経験について評価する。

• 同種又は類似業務の実績のある担当技術者を配置予定の場合は、
総合評価において優位に評価

※
する。ただし、契約時点で予定し

ていた同種又類似業務の実績のある担当技術者を配置できない場
合は、業務成績において減点

※申請された予定担当技術者の上位１名の評価値とする。

②履行確実性評価の導入

• 調査基準価格が設定される業務では、総合評価項目において履行
確実性の評価を追加

③地域精通度評価の緩和（港湾空港を除く全ての業務）

地域精通度評価について、これまで１位当該開発建設部管内に
おける同種又は類似業務実績、２位北海道内における同種又は類
似業務実績に加え、３位隣接県（青森県）内における同種又は類
似業務実績を追加する。（令和２年度から実施）

４．令和7年度発注者支援業務等における要件等
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４．令和7年度発注者支援業務等における要件等

６）業務に必要となる物品・消耗品等

① 業務に必要な物品（官貸物品を除く）・消耗品は、受注者の責任
において準備する。

② 詳細については、各業務の入札説明書、特記仕様書による。

④地域精通度評価の緩和（港湾・空港部門）

地域精通度評価について、これまでの１位北海道内における同種
業務実績、２位北海道内における類似業務実績に加え、３位北海道
隣接県（青森県）における同種業務実績、４位北海道隣接県（青森
県）における類似業務実績を追加する。

（平成３１年度から実施）
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【概要】

５．暴力団排除に関する警察庁への意見聴取

•公共サービス改革法に基づき発注される発注者支援業務
等については、入札に参加する事業者が暴力団排除に関
する欠格事由に該当するか警察庁へその有無を確認する
必要があるため、各開発建設部へ提出する競争参加資格
確認申請書のほかに、本局へ関係書類の提出が必要です。

※対象業務については、入札公告・入札説明書の冒頭に、
「本業務は、競争の導入による公共サービスの改革に
関する法律（平成１８年法律第５１号）に基づき実施
される業務である。」という記載があります。
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５．暴力団排除に関する警察庁への意見聴取

入札公告

競争参加資格確認申請

競争参加資格確認通知

開札（保留）

警察庁への意見聴取 － 回答

落札決定

【警察庁への意見聴取フロー】

意見聴取は３週間程度
かかります
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【提出書類】

５．暴力団排除に関する警察庁への意見聴取

①確認用電子データ（様式１） ②入札参加事業者確認資料送付書（様式２）

（そのほか、③「誓約書」を競争参加資格確認申請書の一部として発注案件
ごとに提出することになります。）

様式①・②の入手及び詳細は北海道開発局ＨＰに掲載しております。
http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g700000074ds.html
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【書類の提出方法・提出期限・提出先】

５．暴力団排除に関する警察庁への意見聴取

参加を予定している発注者支援業務等の競争参加資格確認申請書提出期限日まで。

①確認用電子データ
②入札参加事業者確認資料送付書

（③誓約書は発注案件ごとに各開発建設部へ提出）

（１）提出方法

（２）提出期限

（３）提出先

北海道開発局 事業振興部 工事管理課 契約指導第１係
hkd-ky-koujikanri01@mlit.go.jp

→ ①及び②をメールで提出。

※①及び②は原則として電子メールの提出のみとなります。
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【提出に当たっての留意事項】

５．暴力団排除に関する警察庁への意見聴取

①確認用電子データ

②入札参加事業者確認資料送付書

○ 提出書類について、警察庁への意見聴取に際し、必要に応じて、住民票の写し等
の提出を求める場合があります。

○ 提出書類が揃わない場合など、意見聴取に協力していると認められないときは、
入札心得第６条第１項第１１号に該当するものとして入札無効と取り扱われるこ
とに留意してください。

○ 企業ごとに提出してください。設計共同体は構成員ごとに提出してください。

○ 複数の入札に参加する場合でも提出は年度ごとに原則１回です。
（他の地方整備局発注の入札に参加する場合は当該整備局に別途提出）
ただし、提出後、役員等の変更があり、かつ、新たに本取扱いの対象となる発注
者支援業務等の入札に参加を希望する場合は、再度提出が必要となります。

発注案件ごとに公告資料として配布されます

「北海道開発局の令和７年度発注者支援業務等に参加される皆様へ【重要】」

の内容を確認願います。（（資料１－２）に同資料を掲載しております。）
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その他の発注者支援業務等の
契約手続きについて

＜資料構成＞
【１】その他の発注者支援業務等の方針

【２】その他の発注者支援業務等の概要

【３】その他の発注者支援業務等における要件等

※資料１－１（１）から漁港に関する記述を削除しています

R 7 発 注 者 支 援 業 務 等 説 明 資 料

この資料は、北海道開発局ホームページ
(http://www.hkd.mlit.go.jp/)に掲載します。
場合によっては、内容の変更があります。

北 海 道 開 発 局
R6.12.23現在

資料１－１（１）
※変更箇所：緑文字
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【1】その他の発注者支援業務等の方針

全業務を「一般競争入札（総合評価落札方式）」

○令和6年度その他の発注者支援業務等について、全て

一般競争入札（総合評価落札方式）で実施

○令和7年度その他の発注者支援業務等についても、全て

一般競争入札（総合評価落札方式）で実施
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【2】その他の発注者支援業務等の概要

＜その他の発注者支援業務等＞
分類 区 分 業 務 区 分

ज
भ


ି

੍
ର

ਜ

発注者支援業務
機械

積算技術、工事監督支援、

技術審査

※詳細は、入札説明書、特記仕様書による。
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【3】その他の発注者支援業務等における要件等

※ 単体の場合
① 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者で

あること。

② 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に
係る令和7・8年度一般競争参加資格の申請を行い受理されてい
ること。ただし、開札（開札の時期によっては落札者決定）時
点において上記資格の決定を受けていること。

③ 北海道開発局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止
の措置を受けている期間中でないこと。

④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれ
に準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。

１）業務の参加資格要件
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【3】その他の発注者支援業務等における要件等

※設計共同体の場合

業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体
であって、「競争参加者の資格に関する公示」に示すと
ころにより、北海道開発局長から業務に係る設計共同体
としての競争参加者の資格の決定を当該業務の開札の日
（開札の時期によっては落札者決定の日）までに受けて
いること。

⑤法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

⑥労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保
険料等の滞納が無いこと。
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２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件
（ア）中立公平性に関する要件

業務区分 要 件

積算技術 ・工事に関する参加資格要件
「業務の履行期間中に工期がある当該開発建設部の発注
工事に参加している者及びその発注工事に参加している
者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に
参加出来ない。」

・工事に関する事後制限（※参加資格には該当しない）

「本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本
面・人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期の
ある当該開発建設部の発注工事に参加してはらない。ま
た、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣
元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期間中
に工期のある当該開発建設部の発注工事に参加してはな
らない。」

工事監督支援

技術審査

＜発注者支援業務 例＞

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

【発注者支援業務等】
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• 参加資格要件の「発注工事に参加」とは、当該工事を受注してい
ること、当該工事の下請け（測量、地質調査業務を含む※）をし
ていることをいう。

• ただし、発注業務の契約日までに下請け契約が終了している場合
は、発注業務の入札に参加できるものとする。

• 事後制限の「発注工事に参加」とは、当該工事の入札に参加する
こと、当該工事の下請けとしての参加をいう。

• 資本面・人事面で関係があるとは、次の①又は②に該当するもの
をいう。

① 一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の
50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を
超える出資をしている場合。

② 一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表
権を有する役員を兼ねている場合。

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件
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２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件

（イ）業務実施体制に関する要件

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

• 競争参加資格申請書を提出する者は、北海道内に業務拠点(予定管
理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ）を有するものである
こと。

• なお、業務内容により「○○開発建設部管内」と記載する場合があ
るので、詳細は各業務の入札説明書によること。

• 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

• 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

※設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されてい
ないこと。
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２）競争参加資格申請書の提出者に対する要件

（ウ）業務実績に関する要件

• 競争参加資格申請書を提出する者（企業）は、平成22年度以降に完
了した以下に示す業務（令和6年度完了予定も対象に含む）におい
て、１件以上の実績を有すること。ただし、北海道開発局及び地方
整備局等委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点（未完了
の業務成績は含まない）未満の場合は実績として認めない。

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

※業務実績の対象となる発注機関に、文科省所管の特殊法人「大学共同
利用機関法人」「国立研究開発法人森林研究・整備機構」を追加

① 実績の対象となる発注機関
・国の機関
・特殊法人等※
・地方公共団体
・地方公社
・公益法人
・大規模な土木工事を行う公益民間企業
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（ア）予定管理技術者の資格等

業務種別 記 載 内 容

・積算技術

・工事監督
支援

・技術審査

・技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）

・1級土木施工管理技士

・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術

者又は土木学会１級土木技術者

・（一社）全日本建設技術協会が認定する公共工事品質

確保技術者（Ⅰ）又は（Ⅱ）又は発注者が認めた同等

の資格を有する者

・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者

（技術士部門と同様の部門に限る）

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

※詳細は各業務の特記
仕様書によります。



３）配置予定管理技術者に対する要件
（イ）予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務等の実績

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

68

※ 同種又は類似業務については、各業務の入札説明書による。

【農業、機械部門】
• 予定管理技術者は、平成22年度以降に完了した以下に示す同種又

は類似業務（令和6年度完了予定も対象に含む）において、１件以
上の実績を有すること。

• 業務実績には、平成22年度以降に元請けとして同種又は類似業務
に従事した経験の他、出向又は派遣、再委託により行った業務実績
も同種又は類似業務として認める。また発注者として従事した同種
又は類似業務の経験も実績として認める。
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（ウ）直接的雇用関係

• 配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中（契約日から業務完了
までに）に本業務の受注者（設計共同体の場合は、その代表者）と
直接的雇用関係がなければならない。

• 競争参加資格確認申請書の提出期限までに、競争参加資格確認申請
者と予定管理技術者の間において直接的雇用関係が成立していない
場合は、契約締結日までに直接的雇用関係が成立する旨の誓約書を
提出するものとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加資格確認
申請書と同様の扱いとする。

【3】その他の発注者支援業務等における要件等
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（エ）手持ち業務量①

• 予定管理技術者は、令和7年4月1日（令和7年4月2日以降に入札公告を行った業務
については、当該公告日）現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約の
もの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。）が５億円未満かつ10
件未満であること。

• ただし、手持ち業務とは管理技術者又は担当技術者（測量又は地質調査業務におけ
る主任担当者及び担当技術者、補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務における主任担当者及び担当者、又
は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む）となっている契約金額が
500万円以上の業務をいう。（複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額
を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする）

• 令和7年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業
務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の
契約金額を５億円未満から２.5億円未満に、件数を10件未満から５件未満にするも
のとする。

●R7発注者支援業務等において複数業務を受注し、手持
ち業務量の制限を超えた場合は「無効」（手持ち業務の
制限を超えた業務のみ）となるので注意すること。

【3】その他の発注者支援業務等における要件等
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３）配置予定管理技術者に対する要件

（エ）手持ち業務量②

• 業務の履行期間中は予定管理技術者の手持ち業務量が契約額5億円、件数で10件
（令和7年4月1日（令和7年4月2日以降に入札公告を行った業務については、当該
公告日）現在の手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務等で調査基
準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、契約金額で２.5億円、件数で
５件）を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければな
らない。その上で、当該管理技術者を、以下の1)から3)までの全ての要件を満たす
技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者を交代せずに業務の履行を継続し
た場合は、業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

１）当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者

２）当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者

３）手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している
予定管理技術者の制限を超えない者

【3】その他の発注者支援業務等における要件等



①配置予定担当技術者の経験について評価する。

同種又は類似業務の実績のある担当技術者を配置予定の場合は総
合評価において優位に評価

※
する。

ただし、契約時点で予定していた同種又類似業務の実績のある担
当技術者を配置できない場合は、業務成績において減点とします。

※申請された予定担当技術者の上位１名を評価値とする。

②履行確実性評価の導入

調査基準価格が設定される業務においては、総合評価項目におい
て履行確実性の評価を追加する。

③地域精通度評価の緩和

地域精通度評価について、これまでの１位北海道内における同種
業務実績、２位北海道内における類似業務実績に加え、３位東北
地方整備局管内における同種業務実績、４位東北地方整備局管内
における類似業務実績を追加する。（港湾・空港：H31年から）
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４）総合評価項目

【3】その他の発注者支援業務等における要件等

※ 詳細については、各業務の入札説明書による。
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５）業務に必要となる物品・消耗品等

① 業務に必要な物品（官貸物品を除く）・消耗品は、受注者の責任
において準備する。

② 詳細については、各業務の入札説明書、特記仕様書による。

【3】その他の発注者支援業務等における要件等


